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― は じ め に ― 

 福岡市では、高齢者の要介護度が重度になっても住み慣れた地域で自立した生活を安心

して続けることができるよう、医療や介護、生活支援などのサービスが一体的に切れ目な

く提供される「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。 

令和６年度からの３か年を計画期間とする第９期福岡市介護保険事業計画においては、

第８期計画に引き続き、日常生活圏域について、概ね中学校区単位を基本とする 59圏域を

設定し、身近な地域に、多種・多様なサービスが存在し、利用者にとって適切なサービス

が提供されるように事業所整備を推進するとともに、以下の整備方針に基づき整備を進め

ています。 

＜第９期計画期間における整備方針＞ 

 ① 在宅生活を支えるサービスの拡充 

 ② 住み慣れた地域で住み替えができる小規模施設の拡充 

 ③ 入所・居住系ニーズを担保する施設サービスの整備 

特別養護老人ホームは社会福祉法人が運営する事業であり、地域包括ケアの拠点として

の役割も期待されていることから、事業計画にあたっては、地域の実情を把握し、その実

情に応じた支援を積極的に提案するなど、地域の方や医療機関、他の介護サービス事業所、

関係団体等との連携・関わりを密にし、地域に開かれた事業所運営を目指してください。 
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特別養護老人ホームの整備募集について 

１ 募集内容について 

（１）募集定員 

地域密着型、広域型の増床を合わせて 20 人分 

 

（２）募集対象事業 

   事業別の内容は、次のとおりです。 

 

 創 設  

    ユニット型特別養護老人ホームを新規に福岡市内に設置する事業とします。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 地域密着型特別養護老人ホーム 

（定員 20 人以下、サテライト型居住施設含む） 

※ 地域密着型特別養護老人ホームにおいては、１床以上のショートステイ床

を設置すること。 

 

 増 床  

福岡市内の広域型既存特別養護老人ホームの同一敷地内又は隣地における増床

（ユニット型に限る）を行う事業とします。 

 

 広域型の特別養護老人ホーム 

（増床後の定員が 100 人以下となるものに限る） 

 

（３）整備対象地域 

   市内全域（ただし、以下の①、②にご注意ください） 

①  広域型の特別養護老人ホームの整備対象地域は、福岡市の市街化区域内に限

ります。 

また、市街化調整区域内における、サテライト型居住施設を含む地域密着型特

別養護老人ホームの創設や既存施設の増床などは、開発許可担当部局からの許可

が見込まれるものに限ります。市街化調整区域の土地での応募を検討されている

場合は、事前にご相談ください。 

② 特別養護老人ホームが中重度の介護を必要とする高齢者が入所する施設であ

ることを踏まえ、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警

戒区域を整備予定地とする計画は避けてください。 

  なお、土砂災害警戒区域及び浸水深１メートル以上の浸水想定区域等の土地で

の応募の場合、補助金の対象外となる場合がありますのでご注意ください。 
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２ 応募要件について 

（１）募集対象事業者 

社会福祉法人、今回の計画に併せて新たに社会福祉法人を設立する団体を対象とし

ます。また、過去に採択された事業者も応募可能です。 

※ 福岡市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接

な関係にある者は応募できません。 

なお、応募事業者については、法人の役員（及び施設長予定者）すべてについて、

福岡県警察本部へ暴力団員の有無に関する照会を行います。 

 

（２）整備事業年度 

整備事業年度は、原則、以下のとおりです。 

 

●地域密着型特別養護老人ホームの創設、広域型の特別養護老人ホームの増床 

令和８年度の単年度事業 

 

なお、補助金の交付を受けずに整備を行う場合においては、採択され、事後協議完

了後、令和７年度内の事業着手が可能です。ただし、事業所の新規指定に係る事前協

議や指定申請等の手続きは別途必要ですので、詳しくはお問い合わせください。 
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３ 応募手続きについて 

○令和７年度特別養護老人ホーム事業者採択までの流れ 

事業者 福岡市 

 

 

４月 

  

 

 

  

 

 

７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

 

10 月 

頃 

  

 

10 月 

 

 

12 月 

中旬 

 

 

 

 

 

 

12 月 

下旬 

以降 

  

 

 

 

 

※ 市税に係る徴収金に滞納が無いかの確認については、応募をもって財政局税務部への照

会（内部照会）について同意したものとみなし、照会を行います。滞納があった場合は

納付が完了次第、別途「市税に係る徴収金に滞納が無いことの証明書」を提出してもら

います。 

○ 

 

 

応募書類 

（別冊参照） 

事前協議（Ｐ４参照） 

・整備予定地の立地、周辺環境について 

・施設レイアウト（平面図の内容）について 

・地域住民説明会の開催範囲、開催状況等について ほか 

応募受付 

事務局ヒアリング 

事務局（福岡市）審査 

（書類の内容確認、現地調査等） 

選定委員会ヒアリング 

選定委員会審査 

（書類審査、現地調査等） 

採択事業者の決定 

採択事業者について 

・付帯意見の反映 

・施設整備 ・建築確認申請等 

・次年度工事着手 

事前協議の完了後 

提 出 

※電話予約の上、当課まで持参。 

郵送、ＦＡＸ、Ｅ－Ｍａｉｌは不可。 

 

審査結果 

付帯意見 
通知 

※締切日：７月 31 日（木） 

午後５時必着 

 

 

～ 

○ 審査結果については、採択・不採択に関わらず、全応募事業者に通知します。また、

採択された場合は、法人名、整備予定地等を福岡市ホームページに公表します。 

○ 採択事業者には、審査結果通知後にその後の手続き関係資料を配付します。 

～ 
～ 

※締め切りの 

２カ月前までに！ 

 

市税滞納なし・暴力団排除 

内部照会 ※ 
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（１）応募書類提出前の事前協議について 

書類の提出にあたっては、下記の内容について、あらかじめ必ず福岡市との協議

を行うこととします。なお、事前協議の完了後に応募書類の提出となります。 

 

【事前協議に必要な書類】 

①  事前協議書 

・福岡市ホームページ掲載の様式を使用すること 

② 整備予定地の位置図 

・駅やバス停、病院等近隣の状況が分かる縮尺のもの 

・正確な住所地が分かるもの 

③ 現地写真 

・整備予定地とその周囲が分かるようなもの（８枚程度） 

・写真を撮った方向を地図に示した位置図・施設配置図 

④ 平面図等設計図書 

・基本設計段階程度のもの（間取り、面積（内法）、寸法等が分かるもの） 

   ⑤ 勤務体制及び勤務形態一覧表 

・福岡市ホームページ掲載の様式を使用すること 

 

【事前協議の内容】 

① 整備予定地の立地、周辺環境について 

② 施設内レイアウト（平面図の内容）について 

③ 地域住民説明会の開催範囲、開催状況等について 

 

※ 例年、設計図書についての詳細な協議には１か月程度要し、その後の地域住民

説明会にも１か月程度を要しています。また、国有地を活用する計画において、

地域との調整にさらなる時間を要します。よって、５月末日までには応募地を決

定し、初回の事前協議を行ってください。 

 

（お願い） 

来課される際は、事前の電話連絡等にて協議の予約をしてください。例年、

複数の事業者と協議を行っており、事前連絡がなく協議中に来課された場合な

どは、対応できない場合があります。 

また、設計会社等の担当者のみでの協議には応じることができませんので、

必ず運営を希望される法人の担当者の来課をお願いします。 

なお、協議の形式は原則来庁によることとしていますが、来庁が困難である

やむを得ない事情があれば、ZOOM 等を活用したオンラインでの協議も可能で

すのでご相談ください。 
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（２）地域住民への説明について 

施設開設後の運営にあたっては、地域住民の理解及び協力が必要不可欠です。 

従って、開設予定地の地域住民に対しては、必ず事前に説明等を実施し、建設工

事はもとより開設後の事業運営を円滑に行えるよう、十分な理解や協力が得られる

体制を整えることが重要となります。 

 

① 説明の対象範囲について 

原則として、整備予定地の町内会又は自治会（以下「町内会」という）及び整

備予定地の町内会に隣接する町内会を対象に説明会を行ってください。 

つきましては、必ず説明会の対象範囲について福岡市と事前協議を行った上で、

対象範囲を決定してください。 

 

例）整備予定地がＡ町内会の場合 

 （右図参照） 

説明会の対象範囲は、 

・Ａ町内会 ・Ｄ町内会 

・Ｂ町内会 ・Ｅ町内会 

・Ｃ町内会 ・Ｆ町内会 

以上の６町内会となります 

 

② 説明会の開催にあたって 

ア 説明会の実施に際しては、地域の代表者（町内（自治）会長、公民館長等）

にも協力を依頼し、地域の実情を十分に把握してください。 

※ 町内会に入っていない住民もいますので、回覧だけに頼る周知は避けてく

ださい。 

※ 説明会とは別に、計画地の隣地住民には、もれなく説明を行ってください。 

  連絡がつかないなど、直接説明を行うことができない場合も、必ず代替とな

る対応を取ってください。 

 

イ 下記例のように、可能な限り多数の参加者が見込めるよう開催場所や開催日

時等を配慮してください。 

例）・開催時刻を午前と午後に分けて開催する 

     ・平日と土日の２回以上に分けて開催する 

 

ウ 説明会においては、事業所の開設が決定したかのような誤解を招くことのな

いように、応募中の段階であり、今回の提案が採択されない場合がある旨を必

ず説明してください。 

エ 採択・不採択に関わらず、審査結果通知後速やかに、応募事業者は審査結果

を地域の代表者及び住民へ伝えるようにしてください。 

 

 

 

Ａ町内会 Ｆ町内会 

 

Ｂ町内会 

Ｄ町内会 

Ｃ町内会 

Ｅ町内会 

整備予定地 



 

- 6 - 

 

 

（３）応募書類について 

応募書類は、「提出書類一覧表」を確認の上、提出してください。書類の提出に

際しては、以下のとおり体裁を整え、Ａ４サイズのドッチファイルやフラットファ

イル等に綴じたものを 13 部（正本１部、副本 12 部）提出してください。 

    提出後の問い合わせに対応できるよう、提出書類一式の控えを保管しておいてく

ださい。提出された書類は返却できません。  

なお、必要に応じ、「提出書類一覧表」以外の書類や選定委員会資料用として追

加部数の提出を求める場合があります。 

※市税に係る徴収金に滞納が無いかの確認については、応募をもって財政局税務部への

照会（内部照会）について同意したものとみなし、照会を行います。滞納があった場

合は納付が完了次第、別途「市税に係る徴収金に滞納が無いことの証明書」を提出し

てもらいます。 

【応募書類作成方法】 

① ドッチファイル等の背表紙に、「令和６年度特別養護老人ホーム開設事業者募

集社会福祉法人〇〇〇」「正本（副本）」の表示をする。 

② 提出書類一覧表（チェック済みのもの）をつける。 

③ 提出書類一覧表の番号ごとに仕切紙（白紙の表紙）をつけ、各仕切紙にインデ

ックスをつける。インデックスは番号のみ記載する。 

④ 資料を綴じる順番は、提出書類一覧表の順番のとおりとする。 

⑤ 資料はＡ４サイズを基本とする。平面図等でＡ３サイズとなる場合はＡ４サイ

ズに折り畳む。 

⑥ 可能な限り、両面コピーにする。 

⑦ 契約関係書類など契約者間で原本を保管するものは、応募に際しては写しの提

出で構いません。また、その場合は、以下のとおり原本証明をしてください。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

（例）応募書類の提出形態     （例）仕切紙、インデックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ドッチファイル等に綴じた上、提出をお願いします。 

この写は原本と相違ありません。 

  年  月  日 

社会福祉法人 ○ ○ ○  

理事長  ○ ○ ○ ○   ㊞ 

 

 提出書類 

 一覧表 

 

 
２ 

３ 

１ 

「1.社会福祉施設整

備調書」 

インデックス 

※提出書類一覧表の番号

のみ記載 

 

 

 

白 紙 

１ 
２ 

 



 

- 7 - 

 

（４）応募に際しての留意事項 

① 施設整備計画に基づく応募書類の作成等、応募書類提出に要する経費については、

採択・不採択に関わらず、すべて応募事業者の負担となります。 

 

② 応募締め切り後の事業者の都合による応募書類の修正・追加は、公平性の観点

から不可とします。ただし、福岡市からの指示により書類を修正・追加する場合

を除きます。 

 

③ 法人名・圏域・整備予定地・サービス種別・定員数の情報については、地元説明

会で公開する内容のため、応募締切日以降、問い合わせがあった場合、閲覧又は口

頭にて公表します。 

 

④ 審査の過程において、福岡市内に初めて事業所を開設される法人の場合は、既存

事業所の運営状況や運営指導・監査の実績について、他自治体へ情報照会すること

があります。 

 

⑤ 提出された個人情報については、施設選定の目的に限り利用し、他の目的には利

用することはありません。なお、個人情報を除く協議書等については、法令又は条

例に基づき公開する場合があります。 

 

⑥ 応募事業者に対して審査結果通知後、採択された事業者については、法人名、整

備予定地等を福岡市ホームページに公表します。 

 

⑦ 下記に該当する場合、応募書類の受理を行いません。 

ア 福岡市との事前協議が完了していない場合 

イ 応募書類の内容等に不備がある場合 

ウ 地域住民への説明会を行ったものと認められない場合（特段の理由なく説明会

を開催しなかった場合、説明会の開催が困難な状況で代替措置を行わなかった場

合等） 

   エ 建設用地について、建築基準法による接道要件の確認や開発許可に伴う道路の

セットバック要件等、その他の法令等による制限について各所管課と協議を行っ

ていない場合 

   オ 建設・運営自己資金を借入により調達した場合 

   カ 応募書類の受理を行うことが適当でないと市長が認める場合 

 

⑧ 下記に該当する場合、審査を行うことなく応募事業者を失格とします。 

また、審査結果通知後に下記に該当することが判明した場合は、採択された場合

であっても、採択結果を取り消し、応募事業者を失格とします。 

 

ア 選定委員会の選定の前後に、応募事業者が選定委員会の委員に対し、直接、間

接を問わず連絡を求め、又は接触した場合 

イ 市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

ウ 応募書類の内容に、重大な不備や虚偽の記載があったと認められた場合 
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エ 応募書類の提出後、下記の事項が確認された場合 

・重要事項（整備場所、施設種別、定員、階数、資金贈与者等）を福岡市の承諾

なく変更した場合（重要事項に該当しない変更についても随時事前に協議が必

要となります） 

・預金残高が必要とされる自己資金額に満たないと確認された場合 

（預金残高が借入によるものと判明した場合） 

・建設用地について、建築基準法等による制限について各所管課と協議を行って

いないと確認された場合 

オ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係にある者及び福岡市暴力団排除

条例に反する行為を行う者であることが判明した場合 

カ 上記のほか、市長が不適切と認めた場合 

 

 

 

 

 

 

（５）応募書類の提出期限について 

    事前協議が完了した応募事業者は、下記期限までに書類の提出をお願いします。 

例年、締切日近くは相談が多くなりますので、期限に余裕を持って提出してくだ

さい。 

令和７年７月31日（木）午後５時必着（期限厳守） 

電話予約の上、当課に持参してください。 

※ 郵送・ＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌ等による提出は不可。 

 

（６）応募書類の提出先（問い合わせ先） 

 

福岡市役所 福祉局 高齢社会部 

介護保険課 介護計画係 

（福岡市中央区天神１丁目８-１  12 階） 

ＴＥＬ：０９２－７３３－５４５２ 

ＦＡＸ：０９２－７２６－３３２８ 

Ｅ－mail：kaigo-keikaku@city.fukuoka.lg.jp 
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（７）その他 

① 介護施設整備に利用可能な国有地について 

財務省では、「介護離職ゼロ」の実現に向け、用地確保が困難な都市部等におい

て、賃料減額といった国有地の更なる活用などにより、介護施設整備を促進するこ

ととしています。介護施設整備に利用可能な国有地は、下記のとおりです。 

番号 圏域 所 在 地 数 量 用途地域 建ぺい率 容積率 

1 中央第２ 福岡市中央区舞鶴３丁目１４２番２ 1,706.39㎡ 商業 80% 400% 

詳細については、財務省福岡財務支局の担当課にお問い合わせください。  

なお、同一の土地で複数の応募があった場合は、１法人のみの採択とします。 

 

② 障がい者施設・保育所（施設内保育施設含む）との併設について 

障がい者施設や保育所との併設による整備をご検討される場合は、介護保険課の

ほか、下記の担当課にご相談ください。 

なお、当該公募事業の採択をもって、障がい者施設や保育所等の事業に関する認

可等を約束するものではありませんのでご留意願います。 

 

②  辞退について 

    応募書類の提出後、やむを得ない事情により辞退する場合は、辞退理由を明記の

上、法人名、代表者名の署名、法人印の押印のある辞退届を提出してください。（様

式任意） 

   また、整備事業者として採択された後に辞退することは、福岡市介護保険事業計

画全体に多大な支障を来すことになるため、その影響を十分に認識した上で、確実

に事業が実施できる見込みをもって応募してください。 

   なお、事業採択後に辞退があった場合は、選定委員会へ事業者名や辞退理由等に

ついて報告を行いますので、理由等によっては次年度以降の応募について審査に影

響する場合があります。 

【福岡財務支局 管財部 第一統括国有財産管理官】 

所在地： 福岡市博多区博多駅東二丁目11番１号（福岡合同庁舎本館４館）  

ＴＥＬ： ０９２－４１１－９０４３  

福岡財務支局ＨＰ：https://lfb.mof.go.jp/fukuoka/kanzai/pagefkhp00300020.html 

減額貸付制度  ：https://lfb.mof.go.jp/fukuoka/content/000269198.pdf 

【障がい者施設関係】 

福祉局障がい者部障がい施設福祉課（本庁舎 12 階） 

ＴＥＬ：０９２－７１１－４２４９ 

【保育所関係】 

認可の場合：こども未来局子育て支援部運営支援課（本庁舎 13 階） 

ＴＥＬ：０９２－７１１－４１１４ 

 認可外の場合：こども未来局子育て支援部保育支援課（本庁舎 13 階） 

  ＴＥＬ：０９２－７１１－４５９６ 

https://lfb.mof.go.jp/fukuoka/kanzai/pagefkhp00300020.html
https://lfb.mof.go.jp/fukuoka/content/000269198.pdf
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４ 施設開設までの日程について 

【社会福祉法人を新設し、令和８年度から令和９年度の２か年で整備する場合の一例】 

令和７ 12月 採択通知

令和８ 1月 事前相談

2月 法人審査会

3月

4月 建築確認申請 法人設立認可申請

5月

6月 法人設立認可通知

交付申請

7月
入札指名通知 交付決定通知

8月
入札立会 入札・入札結果届 借入申込

契約 借入申込受理

9月 抵当権設定報告
工事着工 着工届

10月

貸付内定通知

令和９ 3月 事業実績報告書
補助金確定通知

4月 補助金支払（初年度）

支払報告（初年度）

交付申請（2年目）

5月 交付決定通知 事前協議
※2年目分 ※開設3か月前迄に完了

6月 施設認可申請
施設指定申請

※開設2か月前迄に提出

7月 竣工 事業実績報告書
補助金確定通知

※2年目分

8月 補助金支払（2年目）

支払報告（2年目）

9月 開設 抵当権設定完了報告 施設認可通知
施設指定通知

～省略～

出来高検査（40％）

竣工検査
※建物引渡し、備品搬入後の検査

※通知後、速やかに法

人設立登記※法人設立認可、法人

設立登記後に申請

※交付決定通知後に通

知

※受理前の土地購入・建築

工事契約禁止

実施設計協議
※当課と確認申請に向けた実施設計図面協議 ※スケジュール等含め

早めに相談すること

※3月議会にて、令和5

年度予算成立

※実施設計協議が終わ

り次第、申請可能

※法人審査会で承認さ

れた後に申請

福岡市 建築関係 建設費補助金 福祉医療機構
認可・指定関係
(事業者指導課)

実
施
設
計

 

※補助金の詳細は P22 を参照してください。 
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５ 審査・採択方法について 

（１）選定委員会審査項目及び着眼点について 

応募書類の受理後、書類審査、現地調査、ヒアリング等を行い、学識経験者等の外

部委員で構成された「福岡市社会福祉施設整備費等補助対象施設選定委員会（高齢者

施設）」（以下「選定委員会」とする）に諮り審査及び意見聴取を行い、市長が事業

者を決定します。 

   高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を安心して続けることができるよう、地域

包括ケアシステムの構築を進めていく上で、今後、特別養護老人ホームの役割として、

介護に関する専門知識・人材を有する施設として、その資源やノウハウを最大限に活

用し「地域福祉の拠点」として、在宅サービスの提供や地域の在宅高齢者への支援を

行うなど地域と共存し、積極的に地域貢献することが求められます。 

地域貢献については、福岡市が定める重要評価項目としており、介護予防事業の推

進や健康づくりへの取組み、介護保険制度外の高齢者支援など地域の実情に応じた取

組みや提案を期待します。 

  また、利用者が住み慣れた地域において、多様なケアの選択が可能となるよう、同

一圏域において同一法人が運営する施設等が過度に集中することがないような整備計

画としてください。 

 

 

■選定委員会審査項目及び着眼点等 

（○：プラス評価、△：マイナス評価の例） 

審査項目 審査の着眼点及び留意点について 配点 

財務状況 公認会計士等の専門家による評価 10 点 

建築設備 建築士等の専門家による評価 10 点 

地域包括

ケアの取

組み 

■ 福岡市の定める重要評価項目について 

 ○介護予防・健康づくりの推進や生活支援の取組み、ユマニ

チュード®や認知症カフェ等の認知症の人を支援する取組

みなど、地域包括ケアシステムの構築に寄与する取組みを

行っている 

 ○法人（専門職員等）の持つ社会資源・知識を地域へ還元す

る取組みを行っている 

○介護保険制度外の高齢者支援や災害時支援・緊急支援など

において、地域に貢献できる計画となっている 

○在宅系サービスの実施を計画するなど、地域に開かれた施

設計画となっている 

○放課後の子どもの居場所づくりなど、多世代交流拠点とな

るような計画となっている 

○地域の実情を把握し、その実情に応じた具体的な支援が計

画されている 

20 点 
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■ 医療的ケアや協力医療機関の確保について 

 ○医療的処置が必要な高齢者の受け入れに対する理解がある 

 ○重度要介護者の受け入れ実施に伴う職員配置や協力医療

機関等の確保が適切である 

 ○ターミナルケアに対する理解がある 

計画内容 ■ 介護サービスの質及び居住性に配慮した計画について 

○「施設の設計にあたって特に留意する点」（募集要項Ｐ16

～19 参照）に配慮されている 

■ 周辺事業者との連携について 

○周辺事業者との連携を含めた地域に開かれた事業計画と

なっている 

△既に当該地域で施設等を運営している法人（関連法人を含

む）によって、囲い込みや閉鎖的な運営が行われている 

■ 利用料金について 

○居住費と食費は厚生労働省が定める基準額以下（日額居住

費 2,066 円、食費 1,445 円）とすることが望ましい 

※利用料金について、望ましい金額を超える居住費・食費を

設定する場合は、その積算資料を添付してください 

■ 非常災害対策について 

△高齢者に配慮した避難経路、避難計画となっていない 

■ 地域からの意見・要望を取り入れた計画となっているか 

 △地域のニーズを把握しておらず、計画に反映されていない 

■ 地域住民に対する説明が十分であり、理解や賛同を得られ

ているか 

 △地域住民に対しての説明が不足しており、反対の意見があ 

  る 

20 点 

周辺環境 ■ 市全体から見た適正配置 

○特別養護老人ホームの整備が比較的進んでいない地域で

ある（日常生活圏域ごとの整備状況については募集要項Ｐ

25～27 を参照） 

■ 生活環境、周辺環境について 

○住宅地など施設が地域とのつながりを保つことができる

立地環境である 

○交通事情、地理的条件等、施設の機能が十分果たせる位置

にある 

 ○日照、騒音等、地域の環境に配慮されている 

 ○入所者等の健康管理、治療等ができる医師を施設の近くに

確保できる 

 △ハザードマップにおいて、土砂災害警戒区域や土砂災害特

別警戒区域などに指定された、災害時の危険性が高い地域

である 

 

10 点 
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運営法人 ■ 設立趣意等や福祉に対する取組み、理解について 

○社会福祉を目的とする経営理念が施設運営に反映されて

いる 

△地域福祉の推進や在宅サービスに対する視点がない 

■ 法人の役員構成について（募集要項Ｐ23、24 参照） 

 ○法人の役員構成は適切である 

■ 家族や地域住民との交流について 

 ○家族や地域住民との具体的な交流計画を立てている 

 ○地域交流室を設置している 

 ○ボランティア（福岡市介護支援ボランティア等）やふれあ

い相談員の受け入れが計画されている 

■ 介護に関するノウハウについて 

 ○ユニットケアやユマニチュード®についての知識経験が十

分である 

■ 情報の開示・提供の体制について 

 △情報の管理、情報開示に関する体制や手順が定められてい

ない 

■ 相談・苦情への対応の体制について 

 △相談・苦情に対する体制が整っていない 

 

10 点 

従業者 ■ 職員配置・職員の待遇状況について 

 ○職員の採用計画、職員研修の取組みが適切である 

 ○看介護職員の配置が手厚い 

 ○職員の賞与がある 

■ 施設長について 

 ○施設長にふさわしい人格、能力、経歴である 

■ 職員の確保 

○職員の離職防止のための取組みを行っている 

10 点 

総合評価 ■ 事業計画を確実に実現、継続できるか 

 ○事業計画を総合的に判断し、長期的に安定した運営ができ 

  る 

■ その他の事項について 

○上記以外で、障がい者・元気高齢者の雇用や子育て支援を

促進するなど、特色のある取組みが計画され、評価の対象

となり得るものがある 

○地球環境に配慮した設備の導入に配慮している 

10 点 

計 100 点 
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（２）審査方法 

具体的な採択の手順等は、以下のとおりとします。 

 

① 選定委員が審査項目ごとに評価を行います。合計点数が基準点（満点の６割）未

満の場合は不採択とします。 

 

② 基準点以上の点数を獲得した法人について、以下に掲げる応募の場合は、合計点

数にそれぞれ加点します。 

ア 特別養護老人ホーム未整備の日常生活圏域における応募の場合（募集要項Ｐ25

～27 参照）、５点を加点します。 

市内における適正配置の観点から、特別養護老人ホーム未整備の日常生活圏域

の解消を目的に加点を行います。 

イ （看護）小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム又は地域密着

型特定施設入居者生活介護との併設での応募の場合、５点を加点します。（左記

から複数の事業を併設する場合も５点のみ加点） 

ただし、地域密着型サービスの基本方針である「家庭的な環境」という点や施

設への移行促進に繋がるおそれがないかなど十分に配慮された計画としてくだ

さい。 

   ウ 福岡市ではデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の取組みを推進してい

ます。ＤＸの取組みに係る計画については、下記の通り１点又は３点のいずれか

を加点します。 

○ＤＸの取組みを行う計画としている。（加点１点） 

    ○ＤＸを取り入れて業務の効率性・生産性を向上させ、職員の負担軽減等に取り

組んでいる実績があり、今回の計画においても取り組む予定としている。（加

点３点） 

   ※応募資料にて他事業所における取組みの成果等を記載し、具体的にアピールをし 

てください。 

【ＤＸの取組み例】 

    ・離床等をセンサーで通報する見守り機器を導入し、利用者の見守りを強化する。 

    ・インカム等 ICT 機器の活用により、職員間の連絡調整の迅速化を図る。 

   ・介護記録ソフト等を導入し、データ入力から記録・活用まで一体的に行う。 

 

 

③ 原則として、合計得点の高い順に募集定員に達するまで採択します。ただし、募

集定員上に位置する法人を採択することによって、大幅に募集定員を超える場合

は、募集定員内に納まるよう下位の法人を採択することがあります。 

※ 併設する他事業（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）については、一

体的に審査します。 
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６ 施設計画・人員基準について  

福岡市は、社会福祉法の趣旨に鑑み、応募事業者が運営する既存施設及び新施設に

おいて「福岡市介護保険サービス利用者負担金の社会福祉法人による軽減制度事業」の

実施や、災害発生時の高齢者等の要援護者の受け入れ施設として、新施設において「高

齢者福祉避難所協定」を締結することを申込みの条件とします。 

施設の設計、事業計画、人員の配置を検討するにあたっては、次の条例、規則、諸

基準、通知その他の関係法令等に基づき、十分に検討の上、適切な計画を策定してく

ださい。また、建築基準法及び消防法その他関係法令及び関係通知も合わせて遵守す

るほか、福岡市が策定した各種計画・指針等にも配慮してください。 

さらに、利用者が介護を要する高齢者であることに配慮した建物の形態とするため、

「福岡市福祉のまちづくり条例」の誘導基準や「認知症の人にもやさしいデザインの

手引き」のデザインのポイントを可能な限り満たしてください。 

 

○ 福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例及び同条例施行

規則 

 

○ 福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例及び 

同条例施行規則 

 

○ 福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める 

条例及び同条例施行規則 

 

○ 社会福祉施設における防火安全対策の強化について 

（昭和 62 年９月 18 日社施第 107 号） 

 

※ 「福岡市の介護報酬算定等に係る考え方・方針について」や「介護保険指定事業

者集団指導」など福岡市ホームページに掲載している内容も併せてご確認の上、事

業計画等に反映させてください。 

 

  【掲載場所】 

福岡市ホームページ：https://www.city.fukuoka.lg.jp/index.html 

【福岡市の介護報酬算定等に係る考え方・方針について】 

福岡市ホーム ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 高齢・介護 ＞ 事業者の方へ ＞ 各種手

続き・運営指導に関すること ＞関連通知・手続き等 ＞ 1．基準に関する通知

・事務連絡等＞ 福岡市の介護報酬算定等に係る考え方・方針について 

 

【介護保険指定事業者集団指導】 

福岡市ホーム ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 高齢・介護 ＞ 事業者の方へ ＞ 各種手

続き・運営指導に関すること＞ 関連通知・手続き等 ＞介護サービス事業所の

運営指導・監査 ＞ 集団指導 
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（１）施設の設計にあたって特に留意する点 

 

基準 公募

〇 各ユニットの入口は玄関らしいしつらえにすること

〇
ユニットの独立性を保つこと
（緊急時を除き、玄関以外から別のユニットへ行き来できないようにすること）

〇
職員の動線を短くするために、ユニット内に鍵付きの収納スペースを分散して設けること（処方薬等の保管も含
む）

〇
ユニットごとに個人情報に配慮した記録スペースを設けること
（ユニット内に介護スタッフ室は特に必要としない）

〇 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること
〇 居室の面積は、トイレ・収納を除く有効内法面積が10.65㎡以上とすること

〇 トイレ、洗面設備を各居室に設けること
〇 トイレの出入口の幅は、内法による測定で、1ｍ以上とすること

〇 ベッドの両側から介助できるスペースを確保していること　公募に未記載、実でもない
〇 造り付けの家具や収納は最小限とし、持ち込んだ家具等を利用できるスペースを確保すること
〇 入口扉は引戸とすること

〇 適切な広さを備えていること（２㎡にユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とする）
〇 食事スペースの近くに手洗いができる設備を設けること

〇
居室を雁行させる等変化をつけ、落ち着きのある空間とすること
（見通しの良過ぎる空間では居心地が悪い）

〇
食事スペースに加えリビングスペースを確保することが望ましい
（別途、居場所となりうるコーナーを設けることが望ましい）

〇 居室やユニット内の共用部分に設置する洗面設備等は、車椅子での利用を想定した高さ・形状であること

〇
衛生管理上、共用の洗面でタオルの使いまわしをしないようにすること
　（使い捨てのペーパータオルや使いきりの小さなタオルを設置できるようにすること）

〇 感染症対策を考慮した位置に設置することが望ましい
〇 入居者も一緒に配膳等を行えるよう配慮することが望ましい

〇
キッチンから共同生活室を見通せるような配置とすること
（対面式のキッチンが望ましい）

〇 複数人（２～３人）が利用できるスペースを確保すること

〇
引出し型の収納等に対応ができるよう、流しの後ろのスペースを確保すること
（調理者の後ろを通り抜けることができる程度）

〇 煮炊きができるキッチンにすること
〇 食器棚や冷蔵庫等を置くスペースがあること
〇 包丁や洗剤等の危険物を安全に保管（スペースの確保、施錠できるものに保管等）できるようにすること

〇 出入口の幅は、内法による測定で、1ｍ以上とすること

〇
トイレの中で利用者を介助できるスペースを適切に確保すること
（扉や便器の配置にも配慮すること）

〇 共同生活室に隣接して、福祉トイレを１つ以上設けることが望ましい

〇
すべてのトイレは壁で仕切り、出入口は扉とすること
（カーテンやアコーディオンカーテンは不可）

〇 共同生活室からトイレが丸見えにならないよう配慮すること

〇

施設の延べ床面積が2,000㎡以上の場合は、共用部分に福祉型トイレを設置し、その中にオストメイトの方用の設
備を設置すること（所管課と協議を行うこと）
○　福祉のまちづくり条例に基づく事前協議先
福岡市住宅都市局建築審査課（TEL：092-711-4774）

特に留意する点

項目

ユニット

居室

基準：基準に定められた事項
公募：公募にあたり配慮いただきたい事項

共同生活室

洗面設備等

キッチン

トイレ
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〇 浴室は介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること
〇 浴室の出入口の幅は、内法による測定で、1ｍ以上とすること

〇
１つのユニットに対し、１つの個浴を設けること
（介護用リフトを設けることが望ましい）

〇 個浴の浴槽は２方向以上からの介助ができること（３方向介助が望ましい）
〇 施設内には１つ以上の機械浴を設けること

〇
浴室と脱衣室の温度差に配慮すること
（空調の設置、床は冷えにくく滑りにくくするよう配慮すること）

〇
浴室及び脱衣室は介護ができるスペースを確保し、適切な広さとすること
（広すぎると冬場は室温管理が難しいので注意）

〇
機械浴を複数ユニットで利用する場合は、共有スペースから利用できる動線を確保すること
（他のユニットを通り抜けないこと）
浴室床面と浴槽の底面との高低差を15ｃｍ以内とすること

廊下
〇

廊下の幅は、内法有効1.8ｍ以上、中廊下の幅は2.7ｍ以上とすること
（地域密着型の場合、片廊下1.5ｍ以上、中廊下1.8ｍ以上）
幅員は手すり内法寸法とすること。

〇
ユニットが２階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必要な行為に有効となるよう
に設けること。

〇 幅は、内法による測定で、90ｃｍ以上とすること（バルコニーに室外機を設置する場合は、室外機を除く内法）
〇 処理槽を設け、汚物を一時保管できる程度の広さをユニットごとに確保すること
〇 一時保管した汚物を集約できる場所をユニット外に設けること
〇 臭気等が流れ出ないよう天井まで区画すること

〇
清潔用と汚物用の動線が重ならないようにすること
（リビング、キッチンを通らずに汚物をユニット外に搬出できるよう配慮すること）

〇 清潔用の洗濯機と汚物用の洗濯機を別にすること
洗剤等が適切に管理されるよう配慮すること

ドア 〇 有効開口幅を１ｍ以上確保することが望ましい（車椅子が通過できる最低幅：80ｃｍ）
〇 転倒防止や職員の腰痛負担軽減に配慮すること

パブリックスペース 〇  エントランス等パブリックスペースを設置する場合は、適切な広さとすること
〇  地域に開かれた施設となるよう、地域交流室の設置が望ましい
〇 地域交流室は、会議室・研修室・ボランティア室当、多目的に使用できる兼用の部屋として差し支えない

玄関
※ユニット内玄関除く

〇
玄関・外回り部分は利用者が訪れやすい雰囲気とすること
（アプローチ、植栽等）

〇
風雨等が直接入り込まないよう、玄関には風除室を設けること

〇
血液汚染された物等を洗うことができるようにする等、感染防止のため、清潔・不潔のものが混在しないよう配
慮すること

〇 必要機器が入る広さかどうか、専門業者と事前に協議すること
〇 ワゴン等を保管できるスペースを確保すること
〇 ダクトの配置等近隣に配慮すること
〇 居室、共同生活室、浴室、事務室等の内法面積を記載すること
〇 併設整備の場合、事業別の面積も記載すること
〇 設計図には実際に配置する家具等を記載し、介護動線が確保されているかどうかを確認できる図面にすること
〇 スタッフの動線に配慮し、かつ利用者の安全が確保されたつくりとすること

〇
建物外回りに駐車場や植栽、ゴミ集積所、受水槽、室外機等を記載すること
（駐車場については、駐車台数がわかるよう記載すること）

その他 〇 手すりを必要箇所に設けること
〇 スロープを必要箇所に設けること

〇 廊下、共同生活室、トイレその他必要な場所に常夜灯を設けること

〇
ユニット又は浴室を３階以上に設ける場合は、３階以上の各階に通じる特別避難階段を２か所以上設ける等基準
を満たすこと。

〇 計画段階で施設長等を確保し、参画させることが望ましい
〇 職員の動線を短くするために、介護材料室を分散して設けること
〇 職員用の休憩室、更衣室を設けること
〇 相談室を設けることが望ましい

〇
エレベーターは２機以上設置することとし、うち１機はストレッチャー対応すること
（地域密着型の場合は、ストレッチャー対応エレベーター１機で可）

〇
階段室のドアは緊急時自動開錠するものとすること（非常時の避難経路等も含めて、建築主事、消防署に相談す
ること）

〇 車椅子や季節用品等の保管や、書類管理等ができる倉庫等を適宜設けることが望ましい
〇 利用者や従業員の移動、清潔・不潔の動線について配慮すること
〇 「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」に可能な限り配慮すること

〇
地球環境に配慮する観点から、直近の地球温暖化防止活動環境大臣表彰又は気候変動アクション環境大臣表彰
（開発・製品化部門）を受賞した技術・製品の導入に配慮することが望ましい

バルコニー

汚物処理室

床

地域交流室

図面レイアウト上の
注意事項

医務室

調理室

洗濯室又は洗濯場

浴室・脱衣室

 

※ 上記以外にも、入所者が快適に暮らせるよう十分配慮した計画とすること。 
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○ ユニット型として適切でない共同生活室と居室の配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ２方向以上から介助ができる浴槽の配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」 

認知症の人にもやさしいデザインとは、認知症の人だけではなく高齢者の方々の

視点から考えられたユニバーサルデザインです。「記憶に頼らず行動できる空間づ

くり」「安心して自分で選べる居場所づくり」を基本的な考え方として、より過ご

しやすい環境を整えるための３０のポイントをまとめています。 

 

（掲載場所） 

福岡市ホームページ 

【福岡市ホーム ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 高齢・介護 ＞ 認知症 ＞ 認知症の人に

もやさしいデザイン】 

   ＵＲＬ：

https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/dementia/health/00/04/ninntichoudesign/3-040106.html 

 

 

（２）土地及び建物について 

   特別養護老人ホームを安定的に運営していくためには、設置に必要な土地及び建物

のいずれについても、所有権を有していることが原則です。 

   ただし、一定の要件を満たす場合は、土地及び建物の貸与を受けての設置が可能で

すので、個別にお問い合わせください。なお、賃貸借の場合は、原則として 50 年以上

の賃貸借契約期間を設定の上、登記してください。 

整備予定地及び建物に普通抵当権や根抵当権が設定されている場合は、原則として、

事業開始前に抹消可能であること。事業開始後に運営資金等の借入れを目的とした普

通抵当権・根抵当権の設定は認められません。 

ただし、補助事業者が当該施設整備を目的として購入した土地・建物に係る普通抵

当権については、抹消しなくても差しつかえありません。（根抵当権は不可） 

廊下 

 

 

 

共同 

生活室 

居 

室 

浴室 

浴槽 

浴室 

浴槽 

（２方向介助） （３方向介助） 

× 
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（３）人員基準 

特別養護老人ホームの人員基準概要を記載しています。詳細については、福岡市特

別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例及び同条例施行規則、並びに

福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例及び同条

例施行規則等をご確認ください。（一部の職種について、一定の条件の下に、人員

配置が緩和される場合等があります） 

また、福岡市では、認知症の人とのコミュニケーションケア技法であるユマニチ

ュード®の普及に取り組んでいます。介護に携わる職員が、実際の業務でユマニチュ

ード®を活用できるよう、積極的な導入を図った計画としてください。 

 

職種 資格要件・配置基準等 

施設長 

下記のいずれかに該当する者 

（１）社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者 

（２）社会福祉事業に２年以上従事した者 

（３）上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者（施設

長資格認定講習会修了者） 

医師 ・入居者に対し健康管理及び療養上の指導を行うための必要な数 

生活相談員 

・入居者の数が 100 又はその端数を増すごとに１以上、かつ、下

記のいずれかに該当する者 

（１）社会福祉法第 19 条第１項各号のいずれかに該当する者 

（２）上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者 

看介護職員 

・総数は、常勤換算方法で、入居者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上 

・昼間は、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員

を配置 

・夜間及び深夜（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含め

た連続する 16 時間）は、２ユニットごとに１人以上の介護職員

又は看護職員を配置 

 

看護職員 

・入居者の数が 30 人まで 

・入居者の数が 31 人～50 人 

・入居者の数が 50 人～130 人 

常勤換算方法で１以上 

常勤換算方法で２以上 

常勤換算方法で３以上 

１人以上 

常勤 

介護職員 

・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 

・ユニットリーダー研修受講者を２人以上（研修受講者が配置さ

れているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケア

に責任を持つ職員を決めてもらうことで足りる） 

栄養士 

又は管理栄養士 

・１以上 

機能訓練指導員 

・下記のいずれかの資格を有する者を１以上 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（配属の事業 

所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る） 

介護支援専門員 ・専ら従事する常勤の者を１以上 
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７ 資金計画について 

（１）建設総事業費 

   建設総事業費は、建設自己資金、補助金及び借入金により確保されることとします。 

    なお、補助金の交付を受けずに整備を行う場合も、補助対象案件と同様の審査手続

きとなります。 

また、用地を新たに購入する場合及び用地を整地する必要がある場合は、当該費用

についても確実な資金計画を立てることとし、施設整備自己資金同様の挙証資料（残

高証明書、贈与契約書など）を提出することとします。なお、協議書に添付する見積

書は、設計業者によるものとします。 

 

   建設自己資金  

 建設自己資金として、建設総事業費（併設事業所含む）の 10％以上の現金（預金）

を確保していることとします。 

 

   補  助  金  

令和８年度整備に係る補助金基準単価は次のとおりです。福岡市及び県の補助金

要綱の改正により単価等が変更される場合があります。 

また、補助金は、国、県、市とも予算の範囲内において額が決定されるため、補

助が実施されない場合がありますのでご留意ください。国等の補助制度の変更や財

政事情により、資金計画を大幅に見直す必要が生じる場合もありますので、十分な

余裕をもった資金計画としてください。 

なお、建物の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合は、整備費補助対

象とはなりませんのでご注意ください。 

 

① 地域密着型特別養護老人ホーム整備事業 

   地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室について、

定員１人あたり 4,224 千円を乗じた額に、１ユニットあたり 11,772 千円又は２ユ

ニット以上整備する場合 23,544 千円を加算した額が補助額となります。 

定員１人あたり 4,224 千円 

県費 

※以下の事業を併設する場合 

 小規模多機能型居宅介護 

 認知症高齢者グループホーム 

 看護小規模多機能型居宅介護 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 

 施設内保育施設 

4,435 千円 

１ユニット 11,772 千円 
市費 

２ユニット以上 23,544 千円 

例）定員 29 名の場合     4,224 千円×29 名＋23,544 千円＝146,040 千円 

   ※の事業を併設する場合 4,435 千円×29 名＋23,544 千円＝152,159 千円 
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② 広域型の特別養護老人ホーム整備事業 

定員１人あたり 4,224 千円を乗じた額が補助額となります。 

（ショートステイ用居室は対象外） 

定員１人あたり 4,224 千円 市費 

 

③ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

開設前の６か月間に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に伴

う工事請負費を含む）、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、

委託料を補助します。 

定員１人あたり 791 千円を乗じた額が補助額となります。（ショートステイ用居

室を含む）（地域密着型及び広域型共通） 

定員１人あたり 791 千円 県費 

    

④ 定期借地権設定のための一時金の支援事業 

用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払う一時金（賃料の前

払いとして授受されたものに限る）を補助します。 

当該施設を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の２分の１（路線価の設

定のない土地については、国税庁の定める倍率方式により算定した価格の２分の

１）の額と、補助対象経費の実支出額を比較し、少ない方の額に交付率２分の１を

乗じて得た額を補助金の交付額とします。 

 

 

借 入 金  

① 借入先は、独立行政法人福祉医療機構又は民間金融機関とします。ただし、民間

金融機関（独立行政法人福祉医療機構との協調融資を除く）からの借入先において

基本財産を担保に供する場合には、福岡市の承認を得る必要があります。 

 

② 償還については、介護保険収入及び居住費等から償還することとし、これらの収

入から無理なく償還できる範囲内で借入を計画してください。 

※ 福祉医療機構から貸付を認められない場合もあります。 

 

③ 借入金に係る借入利子に対する公的補助は実施していません。 
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（２）運営資金 

運営に係る自己資金として、計画年間事業費の 12 分の 2（２か月分）以上の現金（預

金）を確保していることとします。 

  ※ 介護保険制度における介護報酬の支払いは、概ね３か月程度を要することから、

実際には、その間の運転資金と併せて、当初の入居や利用人数に比例した収入の不

足分もつなぎ資金として準備する必要があります。 

建設・運営自己資金については、応募書類提出時及びそれ以降も、確実に自己資

金を有していることとします。なお、借入による資金は自己資金とは認められませ

ん。 

自己資金の確保は、施設建設及びその後の健全な施設運営のためにも重要であり、

協議書提出資料（令和７年７月１日現在）のほか、随時に残高証明書により確認し

ます（令和７年７月１日時点で資金が確保できていない場合は、その後協議書提出

締切日までに資産売却等により現金・預金を確保したことが証明できる書類を添付

することとします）。 

 

（３）補助金の交付を受ける際の注意事項 

① 入札について 

整備費補助の交付を受ける建設工事は、補助事業となりますので、福岡市が行う

公共工事の取扱いに準じて行うこととします。具体的には、施工業者を福岡市の基

準に準じた方法により工事額ランクに応じた指定業者の中から指名し、選定した複

数の事業者による入札によって施行業者を決定することになります。 

また、開設準備経費等の補助も同様に、入札により契約締結業者等を決定してく

ださい。 

 

② 処分制限について 

補助金を活用される場合は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律」等に基づき、処分制限期間を経過する前に事業の廃止、譲渡、抵当権の設定

等の財産処分を行うことのないようにしてください。 

処分制限期間を経過する前に、補助財産を処分する場合には、福岡市長の事前

の承認と、原則として補助金の返還が必要となります。 

なお、補助財産を取得するために普通抵当権（根抵当権は不可）を設定する場

合は、ご相談ください。 

 

   ※ 処分制限期間の例 

種類 構造又は用途 細 目 処分制限期間 

建物 

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋

コンクリート造のもの 住宅用、寄宿舎用、

宿泊所用、学校用又

は体育館用のもの 

４７年 

金属造のもの（骨格材の肉厚が四ミ

リメートルを超えるものに限る） 
３４年 

③ 補助金交付申請等の手続きの詳細 

採択事業者に対し、審査結果通知後に関係資料を送付します。 
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８ 法人について  

新たに社会福祉法人の設立を予定する場合は、選定委員会で計画が「採択」とされ、

事業実施の見込みが確実となった後に、法人設立認可のための審査を行うことになりま

す。創設法人の内容についても施設選定における審査事項であるため、今回の協議書提

出時に法人設立に関する関係資料を添付する必要があります。 

なお、既存の社会福祉法人についても、公募採択後、各所管課と協議を行ってくださ

い。 

 

（１）基本財産について【概要】 

特別養護老人ホームは、社会福祉施設であるため、原則として整備予定の土地及び

建物は社会福祉法人の基本財産としなければなりません。なお、整備予定の土地及び

建物を賃借する場合は、特定預金等 1,000 万円以上に相当する資産を基本財産として

有していることが必要です。 

 

 

（２）役員等について【概要】 

① 役員等について 

次に掲げる者は、評議員又は役員（理事・監事）となることはできません。 

ア 法人 

イ 成年後見人又は被保佐人 

ウ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は法の規定に違反

して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者 

エ ウに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなるまでの者 

オ 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員 

カ 暴力団等の反社会的勢力の者 

 

② 評議員について 

ア 評議員は、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから

選任することが必要です。 

イ 評議員には、各評議員又は各役員の配偶者又は３親等以内の親族のほか、各評

議員又は各役員と特殊の関係にある者も含まれてはなりません。 

 

  ③ 理事について 

理事には、次に掲げる者が含まれなければなりません。 

・社会福祉事業の経営に識見を有する者 

・当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者 

・社会福祉法人が設置する施設の管理者 
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④ 監事について 

ア 監事は、当該社会福祉法人の理事、評議員又は職員を兼ねることはできません。 

イ 監事には、次に掲げる者が含まれなければなりません。 

・社会福祉事業について識見を有する者 

・財務管理について識見を有する者 

ウ 監事は、２人以上でなければなりません。 

エ 監事には、各役員の配偶者又は３親等以内の親族のほか、各役員と特殊の関係

がある者も含まれてはなりません。 

オ 監事には、公認会計士又は税理士を登用することが望まれます。 
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（別紙１） 

特別養護老人ホーム整備状況（日常生活圏域別）（令和７年４月１日現在 整備・計画済）
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